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難
聴
児
の
補
聴
器

 
購
入
費
を
助
成
し
ま
す

本
人
通
知
制
度
に
つ
い
て

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と

な
ら
な
い
18
歳
未
満
の
中･

軽
度
の
難

聴
児（
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
dB以

上
70
dB未
満
）を
対
象
に
、言
語
の
習

得
、教
育
等
に
お
け
る
健
全
な
発
達
を

支
援
す
る
た
め
、補
聴
器
の
購
入
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

助
成
額
は
原
則
、基
準
額
の
３
分

の
２
で
す（
非
課
税
世
帯
は
全
額
）。

　

申
請
に
は
医
師
の
意
見
書
や
見
積

書
等
が
必
要
で
す
。購
入
を
検
討
さ

れ
る
方
は
、事
前
に
住
民
福
祉
課（
☎︎

６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。

　

日
高
町
に
住
民
登
録
や
本
籍
の
あ

る
方
な
ど
が
事
前
に
登
録
す
る
こ
と

に
よ
り
、住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄

抄
本
な
ど
の
証
明
書
を
、本
人
な
ど

の
代
理
人
や
第
三

者
に
交
付
し
た
場

合
に
、そ
の
交
付

の
事
実
を
通
知
す

る
制
度
で
す
。

●
制
度
を
利
用
す
る
に
は

　

本
町
に
住
民
登
録
や
本
籍
が
あ
る

方
、も
し
く
は
過
去
に
あ
っ
た
方
が
、

住
民
福
祉
課
へ「
日
高
町
本
人
通
知

制
度
事
前
登
録
申
請
書
」を
提
出
す

る
こ
と
で
利
用
で
き
ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
物

　

本
人
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
書
類

と
印
鑑
が
必
要
で
す
。

※B

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、代
理
人

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

●
本
人
通
知
の
対
象
と
な
る
証
明
書

　

住
民
票
や
戸
籍
に
関
す
る
証
明
書

※B

一
部
、制
度
の
対
象
外
と
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

●
通
知
内
容

　

交
付
年
月
日
、証
明
書
の
名
称
、交

付
請
求
者
の
種
別
等

●
開
示
請
求
に
つ
い
て

　

第
三
者
へ
の
住
民
票
の
写
し
等
を

交
付
し
た
内
容
に
つ
い
て
、日
高
町
個

人
情
報
保
護
条
例
の
範
囲
内
で
、本
人

が
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
手
続
き
に
つ
い
て

　

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
者
証

の
有
効
期
限
が
10
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。更
新
が
ま
だ
お
済

み
で
な
い
方
は
、お
確
か
め
の
う
え
、

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※B

手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
、10

月
中

旬
に
役
場
か
ら
更
新
の
案
内
を
お
送

り
し
て
い
ま
す
。

　例年11月、町内の身体障がい者のみなさまにご参加いただき、福祉遠足を開催し
ておりましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症感染防止のため、中止となり
ました。
　楽しみにされていた皆様方には大変申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしく
お願いいたします。

　詳しくは、日高町社会福祉協議会（☎６３･ ２７５１）まで。

日高町身体障がい者福祉遠足の中止について
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■期　　間
　　11月12日（木）～ 18日（水）
■時　　間
　　午前８時30分～午後７時　　※土日は午前10時～午後５時
■相談内容
　　　夫・パートナーからの暴力やストーカー、セクハラなどの女性

をめぐる人権相談。
　　　相談は無料で、秘密は厳守されます。法務局職員または人権擁

護委員が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

■お問い合わせ
　　和歌山地方法務局・和歌山人権擁護委員連合会
　　　　　　　　　 （☎０７３・４２２・５１３１）

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間を実施します！

　和歌山県では、県民の皆さんとともに様々な施策に取り組んできた結果、部落差別は解消へ
と向かっています。しかしながら、今もなお、結婚などに際して同和地区かどうかを問い合わせ
る行為や、インターネット上に誹謗中傷や同和地区を忌避する書き込みなどの部落差別が発生
しています。
　このような状況を踏まえ、令和２年３月24日から「和歌山県部落差別の解消の推進に関する
条例」を施行し、行政、県民、事業者等が一体となって、部落差別の解消を推進して部落差別のな
い社会を実現することを目指しています。
　和歌山県では、引き続き、部落差別の解消のための教育・啓発や、県民の皆さんからの相談へ
の対応などに取り組んでいきます。
　県民の皆さんも、条例の趣旨をご理解いただき、部落差別は許されないものであるといった
認識のもと、全ての県民の人権が尊重される豊かな社会を実現しましょう。

【同和問題（部落差別）の相談窓口】
・人権ホットライン（公財）和歌山県人権啓発センター
　　☎０７３・４２１・７８３０
・和歌山県人権政策課
　　☎０７３・４４１・２５６３
　　　　　　※各振興局総務県民課でも実施しています。

【お問い合わせ先】
　　  和歌山県人権政策課　☎０７３・４４１・２５６３

「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」について

☎ ０570・０70・810（全国共通）


